
伊東市公告第４７号 

次の建設工事について、事後審査型制限付き一般競争入札を行うので、伊東市契約規則

（昭和３９年伊東市規則第４号）第３条の規定に基づき公告する。なお、この公告に定め

のない事項については、建設工事等競争入札心得、伊東市契約規則、伊東市建設工事執行

規則（昭和６１年伊東市規則第１５号）及び伊東市電子入札運用基準によるものとする。 

  令和８年６月１９日  

伊東市長 杉本 憲也   

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 入札番号  ２６０４０ 

⑵ 工事名   伊東処理区管きょ改築工事 

⑶ 施工箇所  伊東市湯川地内外 

⑷ 工事種類  土木一式工事 

⑸ 工事概要  管路延長Ｌ＝５．００＋７．６０＋７．２０＋１１．５０＋８．７０

＋１４．００＝５４．００ｍ 

管きょ更生工①（既設管ＨＰφ３００）Ｌ＝４．１０ｍ 

管きょ更生工②（既設管ＨＰφ３００）Ｌ＝６．７０ｍ 

管きょ更生工③（既設管ＨＰφ３００）Ｌ＝６．３０ｍ 

管きょ更生工④（既設管ＨＰφ２５０）Ｌ＝１０．６０ 

管きょ更生工⑤（既設管ＨＰφ２５０）Ｌ＝７．８０ｍ 

管きょ更生工⑥（既設管ＨＰφ２５０）Ｌ＝１３．１０ｍ 

⑹ 工期    令和８年１０月２６日 

⑺ 予定価格  事後公表 

⑻ 議会の議決 不要 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

⑴ 入札に参加しようとする者は、伊東市制限付き一般競争入札実施要綱（平成１０年

伊東市告示第１５号）第４条の規定及び次に掲げる条件全てを満たしていること。 

ア 土木一式工事に関する伊東市建設工事競争入札参加資格を有していること。 

イ 県内に営業所を有していること。 

ウ 令和５年４月１日以降に着手した建設工事のうち、請負金額５００万円以上の管



更生工事を元請として施工した実績を有すること。 

エ 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面におい

て関連がある建設業者でないこと。 

⑵ 入札に参加を希望する者は、令和８年６月２４日午後４時までに、電子入札システ

ムにより入札参加資格確認申請書を提出すること。 

⑶ 落札候補者は、入札参加資格の有無を確認するために、事後審査資料提出依頼通知

書が発行された日の翌日から起算して２日目の午後４時までに、事後審査資料として

次に掲げる書類を電子入札システムにより提出すること。 

ア 同種工事の施工実績（第３号様式）         要 

イ 配置予定技術者等の資格・工事経験（第４号様式）  不要 

ウ 経営事項審査結果の写し              要 

エ 建設業許可通知書の写し              要 

３ 入札執行の場所及び日時 

⑴ 開札執行日時 令和８年７月８日 

※応札日時 令和８年７月６日午前９時から令和８年７月７日午後４時まで 

⑵ 開札執行場所 伊東市役所高層棟６階 行政資料室 

⑶ 入札方法   電子入札システムによる。 

⑷ 入札回数   ２回 

⑸ 工事費内訳書 要 

４ 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効

に関する事項 

本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者の

した入札並びに建設工事等競争入札心得において示した条件等の入札に関する条件に違

反した入札は、無効とする。 

また、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、確認の後、指名停止措置を

受けて入札時点において指名停止期間中である等入札時点において第２項に掲げる資格

のない者が行った入札は、無効とする。 

５ 入札心得書を示す場所 

入札情報サービス（以下「ＰＰＩ」という。）により公開する。 

６ 入札保証金に関する事項 



入札保証金は免除とする。 

７ その他必要な事項 

⑴ 設計図書等は、ＰＰＩからダウンロードすること。 

⑵ 設計図書等について質疑がある場合は、令和８年６月２５日正午までに下水道課へ

電話で連絡すること。 

⑶ 落札決定者については、落札決定通知書が発行された日の午後３時以降、庶務課に

て契約関係書類を受け取ること。 

⑷ 本案件については、低入札調査基準価格（事後公表）を設けている。 



伊東市公告第４８号 

次の建設工事について、事後審査型制限付き一般競争入札を行うので、伊東市契約規則

（昭和３９年伊東市規則第４号）第３条の規定に基づき公告する。なお、この公告に定め

のない事項については、建設工事等競争入札心得、伊東市契約規則、伊東市建設工事執行

規則（昭和６１年伊東市規則第１５号）及び伊東市電子入札運用基準によるものとする。 

  令和８年６月１９日  

伊東市長 杉本 憲也   

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 入札番号  ２６０４１ 

⑵ 工事名   伊東処理区マンホール蓋改築（ストックマネジメント）工事（令和７

年度繰越） 

⑶ 施工箇所  伊東市岡地内外 

⑷ 工事種類  舗装工事 

⑸ 工事概要  マンホール蓋取替工 

Ｔ-２５ 次世代型 ２３箇所 

マンホール蓋取替工 Ｔ-１４ 次世代型 ５箇所 

⑹ 工期    令和８年１２月１１日 

⑺ 予定価格  事後公表 

⑻ 議会の議決 不要 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

⑴ 入札に参加しようとする者は、伊東市制限付き一般競争入札実施要綱（平成１０年

伊東市告示第１５号）第４条の規定及び次に掲げる条件全てを満たしていること。 

ア 舗装工事に関する伊東市建設工事競争入札参加資格を有していること。 

イ 市内に営業所を有していること。 

ウ 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面におい

て関連がある建設業者でないこと。 

⑵ 入札に参加を希望する者は、令和８年６月２４日午後４時までに、電子入札システ

ムにより入札参加資格確認申請書を提出すること。 

⑶ 落札候補者は、入札参加資格の有無を確認するために、事後審査資料提出依頼通知



書が発行された日の翌日から起算して２日目の午後４時までに、事後審査資料として

次に掲げる書類を電子入札システムにより提出すること。 

ア 同種工事の施工実績（第３号様式）         不要 

イ 配置予定技術者等の資格・工事経験（第４号様式）  不要 

ウ 経営事項審査結果の写し              要 

エ 建設業許可通知書の写し              要 

３ 入札執行の場所及び日時 

⑴ 開札執行日時 令和８年７月８日 

※応札日時 令和８年７月６日午前９時から令和８年７月７日午後４時まで 

⑵ 開札執行場所 伊東市役所高層棟６階 行政資料室 

⑶ 入札方法   電子入札システムによる。 

⑷ 入札回数   ２回 

⑸ 工事費内訳書 要 

４ 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効

に関する事項 

本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者の

した入札並びに建設工事等競争入札心得において示した条件等の入札に関する条件に違

反した入札は、無効とする。 

また、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、確認の後、指名停止措置を

受けて入札時点において指名停止期間中である等入札時点において第２項に掲げる資格

のない者が行った入札は、無効とする。 

５ 入札心得書を示す場所 

入札情報サービス（以下「ＰＰＩ」という。）により公開する。 

６ 入札保証金に関する事項 

入札保証金は免除とする。 

７ その他必要な事項 

⑴ 設計図書等は、ＰＰＩからダウンロードすること。 

⑵ 設計図書等について質疑がある場合は、令和８年６月２５日正午までに下水道課へ

電話で連絡すること。 

⑶ 落札決定者については、落札決定通知書が発行された日の午後３時以降、庶務課に



て契約関係書類を受け取ること。 

⑷ 本案件については、低入札調査基準価格（事後公表）を設けている。 

⑸ 本案件は、「週休２日推進工事」の対象工事である。



伊東市公告第４９号 

次の建設工事について、事後審査型制限付き一般競争入札を行うので、伊東市契約規則

（昭和３９年伊東市規則第４号）第３条の規定に基づき公告する。なお、この公告に定め

のない事項については、建設工事等競争入札心得、伊東市契約規則、伊東市建設工事執行

規則（昭和６１年伊東市規則第１５号）及び伊東市電子入札運用基準によるものとする。 

  令和８年６月１９日  

伊東市長 杉本 憲也   

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 入札番号  ２６０４２ 

⑵ 工事名   災害時情報伝達システム更新工事 

⑶ 施工箇所  伊東市大原二丁目地内 

⑷ 工事種類  電気通信工事 

⑸ 工事概要  庁舎地下１階、１階、７階の災害時情報伝達システム機器を更新する

工事 

電気設備工事一式 

⑹ 工期    令和９年３月１６日 

⑺ 予定価格  事後公表 

⑻ 議会の議決 不要 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

⑴ 入札に参加しようとする者は、伊東市制限付き一般競争入札実施要綱（平成１０年

伊東市告示第１５号）第４条の規定及び次に掲げる条件全てを満たしていること。 

ア 電気通信工事に関する伊東市建設工事競争入札参加資格を有していること。 

イ 県内に営業所を有していること。 

ウ 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面におい

て関連がある建設業者でないこと。 

⑵ 入札に参加を希望する者は、令和８年６月２４日午後４時までに、電子入札システ

ムにより入札参加資格確認申請書を提出すること。 

⑶ 落札候補者は、入札参加資格の有無を確認するために、事後審査資料提出依頼通知

書が発行された日の翌日から起算して２日目の午後４時までに、事後審査資料として



次に掲げる書類を電子入札システムにより提出すること。 

ア 同種工事の施工実績（第３号様式）         不要 

イ 配置予定技術者等の資格・工事経験（第４号様式）  不要 

ウ 経営事項審査結果の写し              要 

エ 建設業許可通知書の写し              要 

３ 入札執行の場所及び日時 

⑴ 開札執行日時 令和８年７月８日 

※応札日時 令和８年７月６日午前９時から令和８年７月７日午後４時まで 

⑵ 開札執行場所 伊東市役所高層棟６階 行政資料室 

⑶ 入札方法   電子入札システムによる。 

⑷ 入札回数   ２回 

⑸ 工事費内訳書 要 

４ 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効

に関する事項 

本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者の

した入札並びに建設工事等競争入札心得において示した条件等の入札に関する条件に違

反した入札は、無効とする。 

また、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、確認の後、指名停止措置を

受けて入札時点において指名停止期間中である等入札時点において第２項に掲げる資格

のない者が行った入札は、無効とする。 

５ 入札心得書を示す場所 

入札情報サービス（以下「ＰＰＩ」という。）により公開する。 

６ 入札保証金に関する事項 

入札保証金は免除とする。 

７ その他必要な事項 

⑴ 設計図書等は、ＰＰＩからダウンロードすること。 

⑵ 設計図書等について質疑がある場合は、令和８年６月２５日正午までに建築住宅課

へ電話で連絡すること。 

⑶ 落札決定者については、落札決定通知書が発行された日の午後３時以降、庶務課に

て契約関係書類を受け取ること。 



⑷ 本案件については、低入札調査基準価格（事後公表）を設けている。 



伊東市公告第５０号 

次の建設工事について、事後審査型制限付き一般競争入札を行うので、伊東市契約規則

（昭和３９年伊東市規則第４号）第３条の規定に基づき公告する。なお、この公告に定め

のない事項については、建設工事等競争入札心得、伊東市契約規則、伊東市建設工事執行

規則（昭和６１年伊東市規則第１５号）及び伊東市電子入札運用基準によるものとする。 

  令和８年６月１９日  

伊東市長 杉本 憲也   

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 入札番号  ２６０４３ 

⑵ 工事名   養護老人ホーム外壁改修工事 

⑶ 施工箇所  伊東市吉田地内 

⑷ 工事種類  塗装工事 

⑸ 工事概要  外壁塗装（可とう形改修塗材ＲＥ）工事 

建築工事１式 

⑹ 工期    令和９年２月２６日 

⑺ 予定価格  事後公表 

⑻ 議会の議決 不要 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

⑴ 入札に参加しようとする者は、伊東市制限付き一般競争入札実施要綱（平成１０年

伊東市告示第１５号）第４条の規定及び次に掲げる条件全てを満たしていること。 

ア 塗装工事に関する伊東市建設工事競争入札参加資格を有していること。 

イ 県東部に営業所を有していること。 

ウ 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面におい

て関連がある建設業者でないこと。 

⑵ 入札に参加を希望する者は、令和８年６月２４日午後４時までに、電子入札システ

ムにより入札参加資格確認申請書を提出すること。 

⑶ 落札候補者は、入札参加資格の有無を確認するために、事後審査資料提出依頼通知

書が発行された日の翌日から起算して２日目の午後４時までに、事後審査資料として

次に掲げる書類を電子入札システムにより提出すること。 



ア 同種工事の施工実績（第３号様式）         不要 

イ 配置予定技術者等の資格・工事経験（第４号様式）  不要 

ウ 経営事項審査結果の写し              要 

エ 建設業許可通知書の写し              要 

３ 入札執行の場所及び日時 

⑴ 開札執行日時 令和８年７月８日 

※応札日時 令和８年７月６日午前９時から令和８年７月７日午後４時まで 

⑵ 開札執行場所 伊東市役所高層棟６階 行政資料室 

⑶ 入札方法   電子入札システムによる。 

⑷ 入札回数   ２回 

⑸ 工事費内訳書 要 

４ 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効

に関する事項 

本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者の

した入札並びに建設工事等競争入札心得において示した条件等の入札に関する条件に違

反した入札は、無効とする。 

また、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、確認の後、指名停止措置を

受けて入札時点において指名停止期間中である等入札時点において第２項に掲げる資格

のない者が行った入札は、無効とする。 

５ 入札心得書を示す場所 

入札情報サービス（以下「ＰＰＩ」という。）により公開する。 

６ 入札保証金に関する事項 

入札保証金は免除とする。 

７ その他必要な事項 

⑴ 設計図書等は、ＰＰＩからダウンロードすること。 

⑵ 設計図書等について質疑がある場合は、令和８年６月２５日正午までに建築住宅課

へ電話で連絡すること。 

⑶ 落札決定者については、落札決定通知書が発行された日の午後３時以降、庶務課に

て契約関係書類を受け取ること。 

⑷ 本案件については、低入札調査基準価格（事後公表）を設けている。 



⑸ 本案件は、「週休２日推進工事」の対象工事である。

 


